
１　市町村の取組状況

表-1

対　　象
市町村数

実　　施
市町村数

全域指定 14 10

部分指定 9 8

全域指定 2 1

部分指定 10 8

26 19

実施市町村

未実施市町村

都留市、中央市、

　　　※昭和町は指定地域なし 早川町、西桂町

山中湖村、鳴沢村

富士河口湖町

（１）協定形態別内訳

表-2 （単位：件、人、ha、千円）

うち通常単価 うち８割単価

協 定 数 309 206 103 8 317 100.6%

参加者数 11,601 7,655 3,946 8 11,609 99.5%

協定面積 3,660 2,796 864 79 3,739 100.3%

交付金額 495,170 418,098 77,072 10,483 505,653 100.6%

（２）協定面積に占める農振農用地区域編入面積

表-3 今期対策(H27～)における農振農用地区域編入面積（単位：ａ）

田 畑 計

0 0 0

0.000% 0.000% 0.000%

 

計

   　平成３０度中山間地域等直接支払制度の実施状況

８法地域

個別協定

協定面積占有率(%)

前年比(%)集落協定

２　協定締結の状況

特認地域

合　　計

平成２７年度～

中山間地域等直接支払制度は、過疎法等の地域振興関連８法（以下、「８法」という。）及び山梨県中
山間地域等直接支払制度特認基準（以下、「特認」という。）に指定された地域を有する市町村で実施す
ることができる。

山梨県内の２７市町村のうち、指定された地域を有する市町村は２６市町村あり、そのうち平成３０年
度に同制度を実施した市町村は１９市町村である。

なお、未実施７市町村のうち３町村は同制度の規定する下限面積等の農用地基準を満たす対象農用地が
ない、４市町が農家の高齢化等により協定締結ができない等の理由から本制度を実施していない。

注）特認基準の部分指定地域については、８法
部分指定市町村と重複する関係で合計が合わ
ない。
（重複市町村：甲府市、山梨市、韮崎市、

南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、
甲州市、富士河口湖町）

平成３０年度協定数は、集落協定３０９、個別協定８、合計３１７で、昨年度から２協定増加した。
協定面積は、集落協定で８ｈａ増加して３，６６０ｈａ、個別協定は５ｈａ増加して７９hａで、合

計３，７３９ｈａとなっている。
協定への交付金は、集落協定で２，０７１千円増加し、４９５，１７０千円、個別協定は前年から

８９８千円増加して１０，４８３千円で、合計５０５，６５３千円の交付となっている。
また、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を推進するための段階

的単価別では、集落協定で、通常単価協定が２０６（６７％）、８割単価協定１０３（３３％）、個別
協定では全協定が通常単価協定となっている。

注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

資 料 １



（３） 協定参加者の構成

表-4 集落協定参加者の構成 （単位：人）

農業者 法人構成員
農業生産
組織構成

その他組織 非農業者 その他

10,613 261 226 56 373 72

合計

11,601

　注）農業者には交付金を受けていない農業者が含まれる。

　　　その他の組織には土地改良区、水利組合が含まれる。

表-5 個別協定の経営形態別内訳

認定農業者
認定農業者
に準ずる者

農地所有適
格法人 計

4 0 4 8

（４）一協定当たり及び協定参加者一人当たりの平均面積・交付金額

表-6 （単位：人､ha､千円）

一協定当たり 一人当たり 一協定当たり 一人当たり 一協定当たり 一人当たり

協定面積 3,660 11.85 0.32 13.57 0.37 8.39 0.22 79 9.90

交付金額 495,170 1,602 43 2,030 55 748 20 10,483 1,310

面積H29比 100% 100% 102% 96% 99% 106% 100% 107% 94%

（５）協定面積の地目・区分別内訳

表-7 （単位：ha）

急傾斜
小区画･
不整形

緩傾斜
その他
（※１）

計

田 1,841 0 1,293 35 3,168

前年比(%) 100% 0% 100% 99% 100%

畑 143 411 16 571

前年比(%) 100% 100% 101% 100%

計 1,984 0 1,705 51 3,739

計
全体 通常単価協定 ８割単価協定 全体

一人当たり

個別協定集落協定

計

認定農業者

50.0%

認定農業者

に準ずる者

0.0%

農地所有適

格法人

50.0%

農業者

91.5%

法人構成員

2.2%

農業生産組

織構成員

1.9%

その他組織

0.5%
非農業者

3.2%

その他

0.6%

※１は、高齢化率・耕作放棄率の高い農地をいう。

地目別では田が８４．７％、畑が１５．３％となっている。区分別では急傾斜が５３．１％、
緩傾斜が４５．６％、その他が１．４％となっている。

協定面積では集落協定は一協定当たり１１．８５ｈａ、一人当たり０．３２ｈａ、個別協定は
一人当たり９．９０ｈａとなっている。

また、交付金額では集落協定は一協定当たり１，６０２千円、一人当たり４３千円、個別協定は
一人当たり１,３１０千円となっている。
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注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。



（６）地域別実施状況

表-8 （単位：ha）

田 畑 計 割合

中北地域 2,906 19 2,925 78.2%

峡東地域 4 439 442 11.8%

峡南地域 133 71 204 5.5%

富士東部地域 126 41 167 4.5%

計 3,168 571 3,739 100.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

中北地域 峡東地域 峡南地域 富士東部地域

ha

畑

田

急傾斜

25.1%

緩傾斜

72.0%

その他

2.8%

畑の区分別内訳

急傾斜

58.1%
小区画･

不整形

0.0%

緩傾斜

40.8%

その他

1.1%

田の区分別内訳

急傾斜

53.1%

小区画･

不整形

0.0%

緩傾斜

45.6%

その他

1.4%

区分別内訳田

84.7%

畑

15.3%

地目別内訳

協定締結面積を、エリア４ブロック
別にみると、最も多いの中北地域で
２，９２５ｈａ（前年比１２ｈａ増）
となっている。

地目別にみると、田で最も多いのが
中北地域で２，９０６ｈａ、畑で最も
多いのが峡東地域で４３９haとなって
いる。

注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。



（７）集落協定における協定農用地面積別協定数

表-9 

5ha未満
5ha以上
10ha未満

10ha以上
20ha未満

20ha以上
30ha未満

30ha以上
50ha未満 50ha以上 計

中北地域 55 37 63 28 11 7 201 　　　

峡東地域 11 13 12 4 1 0 41

峡南地域 31 6 3 1 0 0 41

富士東部地域 15 10 0 0 0 1 26

計 112 66 78 33 12 8 309

（８）集落協定における協定参加者数別協定数

表-10 

2～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上 計

中北地域 19 43 30 60 42 7 201

峡東地域 6 7 6 11 11 0 41

峡南地域 3 12 11 10 1 4 41

富士東部地域 2 9 6 5 3 1 26

計 30 71 53 86 57 12 309

2～9人

9.7%

10～19人

23.0%

20～29人

17.2%

30～49人

27.8%

50～99人

18.4%

100人以上

3.9%

5ha未満

36.2%

5以上10ha未満

21.4%

10以上20ha未満

25.2%

20以上30ha未満

10.7%

30以上50ha未満

3.9%

50ha以上

2.6%

一協定当たりの平均協定面積は約１２ｈａ（表－６参照）であるが、協定農用地面積別協定数を
みると、最も多いのが５ｈａ未満で１１２協定（３６．２％）、次に１０ｈａ以上２０ｈａ未満が
７８協定（２５．２％）となっている。

一協定当たりの平均協定人数は３７．５人（１１，６０１人/３０９協定）であるが、
協定参加者数別協定数をみると、最も多いのが３０人以上５０人未満で８６協定
（２７．８％）、次が１０人以上２０人未満で７１協定（２３．０％）となっている。



３　共同取組活動の実施状況 ※全集落協定（３０９協定）が実施する取組

（１）集落協定における交付金の配分状況

表-11 （千円、％）

共同取組
活動充当

農業者等
へ配分

計

金　額 237,276 257,894 495,170

前年比 99.6% 101.2% 100.4%

（２）集落協定における共同取組活動充当割合別協定数

表-12 

20%未満
20%以上
40%未満

40%以上
70%未満

70%以上
100%未満

100% 計

中北地域 27 20 139 2 13 201

峡東地域 36 2 2 1 0 41

峡南地域 2 8 5 0 26 41

富士東部地域 7 0 16 2 1 26

計 72 30 162 5 40 309

20%未満

23.3%

20以上

40%未満

9.4%40%以上70%未満

52.4%

70%以上100%未満

1.6%

100%

12.9%

農業者等へ

配分

52.1%

共同取組活

動充当

47.9%

条件不利地における農業者等への適切な格差是正のため、交付金額の概ね１／２以上を個人配分
に充てることを原則とし、農業者へは２５７,８９４千円（５２．１％）が配分されている。

集落協定における共同取組活動充当割合別協定数をみると、最も多いのが４０％以上７０％
未満で１６２協定（５２．４％）となっている。その内訳としてエリア４ブロック別に見ると
最も多いのが中北地域で１３９協定となっている。

注）四捨五入の関係で合計が合わない場合が
ある。



（３）共同取組活動に対する交付金の使用方法

表-13 （千円）

役員報酬 研修会等
水路･農
道等の維
持管理

農地管理
鳥獣害防
止対策

共同利用
機械購入

共同利用
施設整備

多面的機
能を増進
する活動

その他

選択協定数 224 94 221 129 70 8 7 36 187

使用金額 31,528 10,030 104,163 43,146 20,016 1,523 2,859 7,944 107,350

※協定数は、当該活動に交付金を使用した協定数である。 （複数選択）

　使用金額は、前年の積立・繰越の使用を含むため当該年度交付金額とは合わない。

（千円）

共同利用施

設整備

共同利用機

械購入

多面的機能

を増進する

活動

鳥獣害防止

対策

研修会等

農地管理

その他

水路･農道

等の維持管

理

役員報酬

0 50 100 150 200 250

選択協定数

共同利用機

械購入

共同利用施

設整備

多面的機能

を増進する

活動

研修会等

鳥獣害防止

対策

役員報酬

農地管理

水路･農道等

の維持管理

その他

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

使用金額

集落協定に位置づけられている共同取組活動に対する交付金の使用方法についてみると、
多く位置づけられている使用方法及び金額は、「役員報酬」が２２４協定（７２．５％）
３１，５２８千円、「水路・農道の維持管理」が２２１協定（７１．５％）１０４，１６３
千円となっている。

また、共同取組活動に対する交付金の３７．５％が共同利用機械購入、共同利用施設整備、
災害時の復旧、集落活動として行う各種イベントのため積み立てられている。

※上記説明文中の、かっこ内の％は全集落協定数３０９協定に対する割合を示す。
また、３７．５％は共同取組活動充当総額に占める当該年度の積み立て金額を示す。
○それぞれの項目における主な交付金の使途
・役員報酬：集落協定に定める役職者に対して支払われた費用
・研修会等：協定参加者が参加する各種研修会等、新規就農者・オペレータ等の研修に

係る費用
・水路･農道等の維持管理：水路･農道等の清掃、補修、点検等に係る費用
・農地管理：畦畔管理、のり面点検、簡易基盤整備、耕作放棄地の管理、復旧、農作業

受委託等に係る費用
※のり面とは、傾斜地で上部に平地を作った時に周辺部にできる斜面部分

・鳥獣害防止対策：防止柵等資材、防止柵等設置、防止柵維持管理等の費用
・共同利用機械購入：トラクター、草刈機等購入、共同機械修理、燃料等の費用
・共同利用施設整備：育苗施設、集出荷施設、処理加工施設、販売施設、その他共同利

用施設に係る建設、補修、運営等の費用
・多面的機能を増進する活動：景観作物の作付け、市民農園の設置運営、周辺林地の下

草刈り、堆きゅう肥の施肥等に係る費用
※景観作物とは、ひまわり、コスモス、ビオラ等の観賞用

草花
・その他：積立等：97,660千円

（共同利用機械の購入や農地整備等のため、複数年に渡りある程度まと
まった金額の積立金等）

その他の共同活動に係る費用：9,690千円
（農産物等の販売促進関係費、都市住民との交流促進関係費等）



（４）農業生産活動等（耕作放棄の防止等）に関する事項　

表-14

賃借権設
定・農作
業の委託

既荒廃農
用地の復

旧

既荒廃農
用地・限
界的農地
の林地化

既荒廃農
用地の保
全管理

選択協定数 84 0 0 5

農地のり
面の管理

鳥獣害防
止対策
(柵・ﾈｯﾄ
の設置）

簡易な基
盤整備

担い手の
確保

地場農産
物等の加
工・販売

土地改良
事業

その他

選択協定数 247 110 12 3 2 1 8

（複数選択）

集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（耕作放棄の防止等）に関する
事項についてみると、最も多く位置付けられている活動は、「農地のり面の管理」で２４７協定
（７９．９％）で、次いで「鳥獣害防止対策」が１１０協定（３６．０％）「賃貸借権設定・農
作業の委託」が８４協定（２７．２％）の順となっている。

※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０９協定に対する割合を示す。

既荒廃農用地・限界的

農地の林地化, 0.0%

既荒廃農用地の復旧, 

0.0%

土地改良事業, 0.3%

地場農産物等の

加工・販売 0.6%

担い手の確保, 1.0%

既荒廃農用地の

保全管理, 1.6%

その他, 2.6%

簡易な基盤整備, 3.9%

貸借権設定・農作業の

委託, 27.2%

鳥獣害防止対策, 

35.6%

農地のり面の管理, 

79.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%



（５）農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関する事項　

表-15 

水路管理 農道管理
その他の
施設管理

選択協定数 288 309 5 （複数選択）

　

（６）多面的機能を増進する活動に関する事項　

表-16 

国土保全
機能を高
める取組

保健休養
機能を高
める取組

自然生態
系の保全
に資する
取組

その他

選択協定数 205 106 16 3 （複数選択）

集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関
する事項についてみると、「農道の管理」を位置付けている協定数は３０９協定（１００％）、
「水路の管理」を位置付けている協定が２８８協定（９３．２％）となっている。
また、「その他の施設の管理」は５協定（１．６％）で位置付けている。
※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０９協定に対する割合を示す。

集落協定に位置付けられている活動内容を、多面的機能を増進する活動に関する事項につ
いてみると、「国土保全機能を高める取組」が最も多く、２０５協定（６６．３％）で位置
付けられている。次いで、「保健休養機能を高める取組」で１０６協定（３４．３％）、
「自然生態系の保全に資する取組」で１６協定（５．２％）の順となっている。
※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０９協定に対する割合を示す。

○それぞれの取組の主な内容
・国土保全機能を高める取組：周辺林地の下草刈り、土壌流亡に配慮した営農
・保健休養機能を高める取組：棚田オーナー制度、市民農園等の開設･運営、（体験民宿

（グリーン・ツーリズム））、景観作物の作付け
・自然生態系の保全に資する取組：魚類･昆虫類の保護、（鳥類の餌場の確保）、粗放的畜産、

堆きゅう肥の施肥、（拮抗作物の利用）、
（合鴨･鯉の利用）、（輪作の徹底）、緑肥作物の作付け

※かっこ書きは、取組事例が無かった項目

その他の施設

管理, 1.6%

水路管理, 93.2%

農道管理, 100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他, 1.0%

自然生態系の保全に

資する取組, 5.2%

保健休養機能を高める

取組, 34.3%

国土保全機能を高める

取組, 66.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%



（７）集落マスタープランの内容　

表-17

将来にわ
たり農業
生産活動
等が可能
となる集
落内の実
施体制構

築

協定の担
い手とな
る新たな
人材の育
成と確保

協定参加者
それぞれ

が、作物生
産・加工・
直売等様々
な工夫によ
り再生可能
な所得を確

保

その他

選択協定数 242 44 9 62 （複数選択）

（８）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項　　　※通常単価協定(２０６協定)のみ実施

表-18 農用地等保全マップの作成内容

農地法
面、水
路・農道
等補修・
改良

既荒廃農
用地復旧
又は林地
化

農作業共
同化又は
受委託等

自己施工
の箇所、
整備内
容、受益
農地

農地の保
全活動を
行う担い
手、活動
内容、活
動農用地

その他将
来に向け
た適正な
農用地保

全

選択協定数 174 0 2 0 0 37 （複数選択）

通常単価の交付を受ける集落協定に位置付けられている農業生産活動等の体制整備として取り
組むべき事項のうち、農用地等保全体制の整備として作成する農用地等保全マップに記載する内
容をみると、「農地法面、水路・農道等補修・改良」が最も多く、１７４協定（８４．５％）で
あり、次いで「その他将来に向けた適正な農用地保全」が３７協定（１８．０％）となっている。

集落協定に規定されている集落マスタープランで記載した集落の目指すべき将来像の内容を
みると、「将来にわたり農業生産活動等が可能となる集落内の実施体制構築」が最も多く、２４２
協定（７８．３％）であった。
（その他：耕作できない農地の共同管理、近隣集落間の相互支援体制の確立、有害鳥獣対策の強化、
都市住民との交流や観光農業の促進等）

※上記説明文中、かっこ内の％は全集落協定数３０９協定に対する割合を示す。

協定参加者それぞれ

が、作物生産・加工・販

売等様々な工夫により

再生可能な所得を確

保, 3.2%

協定の担い手となる新

たな人材の育成と確保, 

13.3%

その他, 20.1%

将来にわたり農業生産

活動等が可能となる集

落内の実施体制構築, 

78.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

農地の保全活動を行

う担い手、活動内

容、活動農用地, 0.0%

自己施工の箇所、整

備内容、受益農地, 

0.0%

既荒廃農用地復旧

又は林地化, 0.0%

農作業共同化又は

受委託等, 1.0%

その他将来に向けた

適正な農用地保全, 

18.0%

農地法面、水路・農

道等補修・改良, 

84.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%



（９）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項 ※通常単価協定のみ実施

表-19

選択協定数 0 1 0

選択協定数 176 29 5 1 8 （複数選択）

 

Ｃ要件（２０６協定が選択）

※Ａ要件（機械・農作業の共同化、高付加価値型農業の実践、農
業生産条件の強化、担い手への農地集積・農作業委託等）を選択
した協定はない。
※Ｃ要件は、複数選択可

担い手型
組織対応

型

Ｂ　要　件（１協定が選択）

行政等支
援型

集落ぐる
み型

消費・出
資の呼び
込み

地場農産
物の加
工・販売

都市農村
交流型

新規就農
者の確保

通常単価の交付を受ける集落協定に位置づけられている農業生産活動等の体制整備として取り組
むべき活動内容をみると、Ｃ要件のうちの「集落ぐるみ型」が最も多く１７６協定（７８．９％）
となっており、次いでＣ要件の「組織対応型」が２９協定（１３．２％）となっている。

なお、当県はＢ要件を選択しているのは１協定のみ、Ａ要件を選択した協定はない。
※上記説明文中、かっこ内％は要件選択協定数の合計（２０６）に対する割合を示す。

高齢化対策としてＣ要件を選択をした集落協定が多くなっている。

地場農産物の加工・販

売

0.5%

集落ぐるみ型
78.9%

組織対応型
13.2%

担い手型
2.3%

都市農村交流型
0.5%

行政等支援型
3.6%


